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「港区平和都市宣言４０周年記念冊子」等作成業務委託仕様書(案) 

 

１ 件名 

「港区平和都市宣言４０周年記念冊子」等作成業務委託 

 

２ 目的 

戦後８０年・港区平和都市宣言４０周年を迎えるにあたり、年々減少している戦争体

験者の記憶を風化させず後世に伝え続けるため、「記念冊子」及び「記念冊子に関する資

料」（以下「関連資料」という。）を作成する。 

冊子は、「区内在学・在住の高校生及び大学生や港区平和青年団員経験者を中心とした、

若い世代による戦争体験談の聴き取り」を主な内容とし、写真や図表等を用いて分かり

やすく紹介することによって、読み手の興味を効果的に引き付けるとともに、平和につ

いての関心を高めていくことを目的とする。 

また、聴き取りの際に学生が感じた想いや感想等を掲載し、発信することで、若い世

代にも身近に感じられるような内容とし、堅苦しい印象ではなく「実際に読まれる」こ

とを重視した冊子とする。 

関連資料は、多くの人が記念冊子に興味を持つような内容のものを作成する。 

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

  港区指定場所 

 

５ 業務内容 

（１）全体 

取材先の決定、インタビュアーの研修、聴き取り取材の実施及び記録（インタビュ

ーへの同行）、写真撮影、制作に係る全ての企画・編集業務 

（２）冊子のみ 

挿入資料写真の撮影及び準備、原稿作成（手記の校正を含む）、レイアウト、デザイ

ン作成（ページキャッチコピー案の提案・挿絵の作成等含む） 

（３）関連資料のみ 

内容の企画及び企画内容に応じた作成や実施 
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６ 規格等 

（１）冊子 

Ｂ５版 ４Ｃ/４Ｃ 日本語 

２００ページ前後（表紙・表紙裏・裏表紙・裏表紙裏は含まない。） 

※制作の過程でページ数増減の可能性もありうる。 

（２）関連資料 

   企画内容に準ずる。 

 

７ 構成および手順 

  写真等を多く取り入れた効果的なデザインと、簡潔で分かりやすい文章表現に努め、

以下の手順及び内容を取り入れた上で作成すること。 

全体について 

（１）学識経験者による監修 

発注者と協議の上、学識経験者を監修者として決定し、すべての内容について史実

に誤りがないよう、監修者による確認を行うこと。 

（２）取材先の決定 

発注者が指定する戦争体験者の中から、監修者と発注者との協議の上、実際に取材

先とする相手を決定する（１０名予定）。 

（３）インタビュアーの研修 

発注者が指定する高校生及び大学生（計２０名程度）に対し、戦争体験談の聴き取

りを行うために必要な技能を指導するための研修を実施すること。会場は港区役所会

議室を使用できる。 

（４）聴き取り取材の実施 

令和６年９月から令和７年１月（予定）の間に、前項(3)の高校生または大学生に同

行し、戦争体験談の聴き取り取材を行う。原則、戦争体験者の自宅または港区の施設

で実施し、１人の体験者につき１０ページ程度（※）の記事を作成するために必要な

インタビューを行う。インタビューは基本的に高校生または大学生が行い、受注者は

適宜助言・補佐を行う。インタビューを行う戦争体験者は１０名を予定している。 

※１０ページの中には、インタビュー内容のほか、写真・図表・挿絵・キャッチコピ

ー・高校生及び大学生の感想等、読みやすい内容になるような要素をふんだんに盛

り込むこと。 

（５）聴き取り取材時の記録等 

聴き取りの内容はすべて音声を記録し、ＣＤ-Ｒに書込み後、トラックナンバーを入

れて、記録の内容がわかる音声記録表とともに発注者へ提出する。冊子に掲載するた

めの写真も合わせて撮影する。撮影に必要な機材及び消耗品は受注者が用意すること。 



 - 3 - 

冊子のみについて 

（６）挿入資料写真等の撮影及び準備 

取材中に撮影した写真および寄贈者から提供されたもののほかに、発注者の指示に

より都内平和関連施設の資料等のスチール撮影を行う。撮影日数は５日程度とする。

また、外部から写真を借用する必要がある場合は、借用及び掲載のための手続きを行

うこと。 

（７）冊子の原稿及びレイアウト・デザインの作成 

冊子は２００ページ程度で、フルカラーとする。 

聴き取り内容を、対談形式で文章化したもの、手記、監修者が執筆した特集記事の

計２００ページを主な内容とし、原稿及び撮影した写真等をもとに、レイアウト・デ

ザインを作成すること。編集にあたり、寄稿文などに誤字・脱字があれば修正し、読

みやすいよう句読点等を随時加えること。なお、構成については発注者と事前に協議

し決定する。 

内容は、次の構成イメージを参考とする。ただし。この構成イメージはあくまで一

例であり、読者を惹きつけるためにより効果的な構成・キャッチコピー等を提案する

こと。 

■構成イメージ 

「平和への願いをこめて」第４集（仮称） 

・はじめに、港区平和都市宣言、発行にあたって、監修にあたって [各１ページ程度] 

・年表、目次 [計１０ページ程度] 

・第１部 港区と戦争 [計４０ページ程度]           （「特集」ページ、その他） 

・第２部 戦争体験の記録 [計１２０ページ程度]  

（「特集」ページ、インタビュー記事、手記、その他） 

・第３部 インタビューを終えて [計１０ページ程度] 

（「特集」ページ、インタビュー記事、手記、その他） 

・第４部 80年前から現在・未来へ[計１０ページ程度] 

（「特集」ページ、インタビュー記事、手記、その他） 

・用語解説等 [計１０ページ程度] 

 

関連資料のみについて 

（８）企画及び企画内容に応じた作成や実施 

冊子に興味を持つような内容とし、詳細は発注者と協議のうえ決定すること。 

 

８ 成果品 

（１）印刷・製本用電子データを、発注者が指示する形式の電子データ（ＰＤＦアウ
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ライインデータ等）で作成し、ＣＤ－Ｒ等の電子記録媒体で発注者へ納品するこ

と。 

（２） ＰＤＦ（港区公式ホームページ上での閲覧用）およびテキスト部分のＷｏｒ

ｄ形式の電子データ、本誌に掲載する写真素材・デジタル情報を、ＣＤ－Ｒ等

の電子記録媒体で区へ納品すること。 

（３） 上記（1）（2）の納期は、令和７年３月３１日とする。また、電子データの形

式はマイクロソフト製オフィスを使用して作成すること。 

  

９ 業務実施計画書の提出 

受注者は業務実施に当たり、契約締結日から１４日後までに、日時、方法、業務責任

者氏名、作業人員等を記載した業務実施計画書を提出し、発注者の承認を得ること。 

 

10 作成 

（１）発注者と協議の上、納品までの工程を定め、工程表を速やかに区に提出すること。 

（２）業務全体を管理・統括する者（以下「業務責任者」）を 1名指定し、発注者に届け出

ること。 

（３）発注者との連携調整は業務責任者が行うこと。 

（４）発注者との打ち合わせには、必ず業務責任者が出席し、必要に応じて制作に携わる

スタッフを同席させること。なお、打ち合わせは進捗状況に応じ、相当回数行う。 

（５）表紙デザイン及びキャッチコピー案については、契約締結後に再度複数案を提示す

ること。 

（６）取材・写真撮影については、受注者が相当回数行い、発注者の要望を十分に反映さ

せること（写真の一部は、区からの提供もあり）。 

（７）取材先との連絡調整を業務責任者が行うこと。 

（８）取材完了後、速やかに原稿を作成し、原稿・写真をレイアウトしたものを発注者に

提出すること。 

（９）発注者が修正したとき（写真の変更を含む）は、修正箇所を反映したものを発注者

に提出すること。 

（10）作成に当たっては、ユニバーサルデザインに配慮した紙面づくりを念頭に置くこと。

また、港区公式ホームページからダウンロードできる「港区カラーバリアフリー・ガ

イドライン」を参考にすること。 

 

11 校正 

（１）文字校正は３回とする。３回目の校正の後、発注者による最終校正を行う。 

（２）校正原稿は受注者が用意すること。なお、発注者から受注者へ戻す校正原稿は、
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上記原稿に手書き（赤字）で加除修正したものを提供する。 

 

12 支払方法 

  契約代金は、すべての業務の履行確認後、受注者からの請求に基づき一括で支払うこ

ととする。 

 

13 著作権と肖像権 

この契約の履行により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定めると

ころによる。ただし、受注者が、この契約の目的を遂行するために発注者に提供する文

書、資料およびコンピュータ・プログラム、その他の著作物のうち、この契約以前から

受注者が著作権を有していた部分は受注者に留保するものとする。 

（１）受注者は、著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 21条（複製権）、第 26条の３（貸

与権）、第 27条（翻訳権、翻案権等）及び第 28条（二次著作物の利用に関する原著作

者の権利）に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、かかる成

果品についての複製、二次的著作物作成、その他の形式で制限なく自ら利用し、他に

利用させることのできる使用権を受注者に留保する。 

（２）発注者は、著作権法第 20条（同一性保持権）第２項第３号または第４号に該当しな

い場合においても、その使用のために、成果品を改変し、また、任意の著作者名で任

意に公表することができるものとする。 

（３）受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18条（公表権）

及び第 19条（氏名表示権）を行使することができない。 

 

14 「環境により良い自動車利用」について 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）の規定に基づき、

次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動

車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、電気自動

車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）、ハ

イブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装

着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出
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すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に係

るガイドライン（平成２９年３月１６日付改正２８環改車第７９０号）」に規定する評

価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

15 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講じること。 

（２）受注者は、常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況につ

いて確認のうえ適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。 

（５）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進

に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（６）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、

ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止

に関する条例」（平成９年港区条例第４２号）第９条に規定するみなとタバコルールを

遵守すること。 

（８）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あら

ゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（９）受注者は、個人情報について、個人情報保護に関する特記事項を遵守しなければな

らないものとする。 

（10）受注者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守しなければならない

ものとする。また、受注者は、発注者が実施する、港区情報安全対策指針の遵守状況

に関する点検作業に対応するものとする。点検作業には、情報セキュリティにおいて

問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当する。 

 

16 その他 

（１）取材先及び撮影協力者の住所、氏名は必ず確認し、発行後、速やかに納品用データ

を送付すること。 

（２）この仕様書及び契約条項に定めのない事項および業務履行中に疑義が生じた事

項は、発注者と協議して定める。 
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17 問合せ 

  港区総務部総務課人権・男女平等参画係 

  電話：０３－３５７８－２０１４ 

FAX：０３－３５７８－２９７６ 


